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Ｄ 町教育委員会が中心となって行っている

こと（今後の予定も含む） ２６～３１ 

 

 

 

 

≪シートの見方≫ 

一覧表「伊奈町教育委員会及び各小・中学校の取組」の目的と報告書の目的は同じに

なり、文字色が黒で示している。また、文字色が白の場合は、その方策の目的となっ

ていないことを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

≪報告書の記号について≫ 

●：実践内容   ○：留意事項   ★：実践による効果   ☆：今後に向けて 

Ⅱ 伊奈町教育委員会及び各小・中学校の取組 



伊奈町教育委員会及び小中学校の取組 

６２ 

 

 

 

26  教育長メッセージ    【別添資料あり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 教育長や校長の強いリーダーシップ、方向性の示唆等は、事業推進の要になると考え、

教育長自ら作成した。特に、何のための業務改善かを明確にするとともに、これからの

時代を生きる教師、子供のための改革を明確に示した。 

● 平成３０年度、令和元年度に業務改善加速事業を進めるにあたって、教育長が方針を示

し、学校訪問（指導）で直接全教員に訴えるとともに、ＨＰ等で公表した。 

● 特に教員が、本来業務として取り組む３つの柱に、業務改善・働き方改革が、どのよう

につながっていくかということについて見える化した。 

 

実践内容・留意事項 

実践による効果 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 

★ 業務改善加速事業の目的について、共通理解を図り進めることができた。 

★ 他団体等からも教育長の思いの強さを感じたとの報告を受け、その重要性を確認でき

た。 

[5]組織体制構築 



伊奈町教育委員会及び小中学校の取組 

６３ 

 

 

 

27 町内全戸配布リーフレット 【別添資料あり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 平成３０年度、令和元年度の２回作成し、町内全戸に配布を行った。（約１９０００部） 

● 平成３０年度は、教員の働き方と業務改善加速事業の取組について、令和元年度は、業務

改善加速事業のこれまでの取組と今後に向けた地域との連携について、理解・啓発を図る

内容にした。 

● 平成 30・31 年 4 月には、町内全保護者へ、事業概要について理解啓発のためのチラシ

を配布した。 

○ 家庭、地域が、できることを提案し、一緒に学校を作っていくという参画意識を高めてい

くことが必要であり、今後も家庭、地域の理解を図れるよう継続していく必要がある。 

実践内容・留意事項 

実践による効果 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 

★ 家庭、地域等の理解や協力の輪が広がり、学校に対して何ができるか、ともに考える体

制ができつつある。 

☆ 一つの町の取組よりも全県、さらには全国にわたってより広く啓発できるようにするこ

とによって、より効果があがる。（本事業のポイントは、地域住民や保護者の理解。） 

[5]組織体制構築 



伊奈町教育委員会及び小中学校の取組 

６４ 

 

 

 

28 学校運営協議会設置の準備 【別添資料あり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本町では、学校、家庭、地域が一体となった業務改善を進めることを通して、実態とし

て三者が熟議を行うことができるようになったことを受けて、制度化するという流れを

とった。 

● 学校運営協議会規則の策定、コミュニティ・スクール研修会の開催、コミュニティ・ス

クールの手引きの作成、コミュニティ・スクール設置について学校、家庭、地域への広

報及び啓発等を行った。 

○ 今後もコミュニティ・スクールに関する継続した研究が必要である。 

○ 家庭、地域の意見を十分取り入れることができるような体制整備を行う。 

実践内容・留意事項 

実践による効果 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 

★ 共通したコミュニティ・スクールに関する理解につなげることができた。 

★ 規則の整備により、学校運営協議会を適切に設置することができる見通しが立った。 

☆ 業務改善を進めるにあたっては、さらに「地域学校協働活動」の推進も検討していきた

い。 

[5]組織体制構築 



伊奈町教育委員会及び小中学校の取組 

６５ 

 

 

 

29 働き方モデルの確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 給食費公会計化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 働き方改革基本方針の策定 【別添資料あり】 

 

 

 

● 教職員アンケート（年２回）、県学力学習状況調査結果（年１回）等の相関を分析し、

働き方モデルについて研究を行った。 

● 今後、時間を効率よく使っている教職員の働き方を紹介する予定。 

実践内容・留意事項 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 

● 国のガイドラインをもとに、給食費公会計化に向けて準備委員会を立ち上げた。今後、

実施に向けて、数年間かけて計画的に進める予定。 

実践内容・留意事項 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 

● 国のガイドライン及び県の方針を踏まえて、町独自の学校における働き方改革基本方針

を策定している。特に、伊奈町の 3 年間の取組の中で、「業務改善ポリシー」を作成し、

６つの改善目標を設定して進めてきたことから、町の基本方針には、それを反映させて

いる。今後も方針に基づいた取組について、検証していく予定である。 

実践内容・留意事項 

[１]意識改革 [3]本来業務充実 [４]学校の連携 [2]業務の効率化 [5]組織体制構築 


